
【知的財産推進計画２０１３（該当部分抜粋）】 
（平成25年６月25日知的財産戦略本部決定） 

 

（クリエーターの裾野の拡大） 

・クリエーターによる学校訪問、巡回公演やワークショップ、体験教室の開催を通   

 じて、子どもの頃からメディア芸術を含む様々な文化芸術を体験することにより、 

 子どもたちの発想力やコミュニケーション能力を養い、将来のクリエーターの育 

 成を図る。（短期・中期） 

資料９ 

 ・  コンテンツ人材の育成 
   文化芸術による子供の育成事業 



文化芸術は、子供たちの育成に大きな力となる。

■ 一流の文化芸術団体や芸術家による質の高い様々な文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供することは 子供たちの豊かな感性・情操や、創造力・
想像力を養う上で大きな効果。

■ 芸術家を教育現場に派遣して行う対話や創作、表現に係る体験活動は、子供たちの思考力・判断力・表現力等の向上や、自己肯定感、社会性、責任感等
の育成に大きな効果。

■ 義務教育期間中の子供たちに対し、国として、質の高い文化芸術に触れる機会を、２回 （「現代実演芸術」「伝統
芸能」各１回）提供する。 【平成26年度】 （平成25年度は１．８回）

■ より多くの文化芸術の鑑賞・体験が可能となるよう地方公共団体への働きかけなどを行う。将来的には、地方公共
団体の自主事業等も含め、義務教育期間中毎年１回は、文化芸術の鑑賞・体験ができる環境を整えることを目指す。

２ 芸術家の派遣事業

■ 個人又は少人数の芸術家が学校を訪れ、講話、
実技披露、実技指導を実施。

１ 巡回公演事業

■ 国が一流の文化芸術団体を選定し、小学校・中

３ コミュニケーション能力向上事業

■ 学校において、芸術家による表現手法を用いた

文化芸術による子供の育成事業
（２５年度予算額 ４,７８４百万円）
２６年度予算額 ５,１０２百万円

実技披露、実技指導を実施。

■ 国、教育委員会と地域のNPO法人等が連携し、
学校と芸術家個人や小規模グループをコーディ
ネート。

 学校公募型 １，４００ 件程度

 NPO法人等提案型 １，０００ 件程度

学校等において実演芸術公演を実施。

■ 事前に児童・生徒が自ら参加する体験型の活動
（ワークショップ）を実施。

■ 合同開催を奨励し、効率的により多くの児童・生
徒に実演芸術の鑑賞・体験機会を提供。

 公演種目 １４ 種目

 巡回公演数 １，８００ 公演程度

計画的・継続的なワークショップ等を実施。

■ 芸術家による実技披露に加え、児童・生徒が小
集団で協働して、課題解決に取り組む活動を実施。

■ 創作や小集団での話合い等のプロセスを重視。

 学校公募型 １００ 件程度

 NPO法人等提案型 １００ 件程度

豊かな創造力・想像力を養う
思考力やコミュニケーション能力など
社会人としての素養を身につける

将来の芸術家や観客層を育成し、
優れた文化芸術の創造につなげる
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